
�愛媛県告示第１０６５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２７年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１０６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

宇和島市吉田町奥浦、沖村、河内、深浦、浅川、知永、鶴間、東小

路、南君、白浦、白浦外、法花津、立間及び立間尻地域に係る県営

土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のと

おり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２７年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・吉田地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２７年８月２６日から９月２５日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所本庁及び同吉田支所

�愛媛県告示第１０６７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年８月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

告 示

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県災害情報システム構
築・運用保守業務
一式

愛媛県県民環境部防災
局防災危機管理課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２７年８月１３日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ関西
大阪府大阪市北区堂島三
丁目１番２１号

８１，０００，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第８９９７号 平成２３年
１月１０日 モリヤ 湯山 守 今治市常盤町７－１－３８ 平成２７年

７月２８日 内装仕上工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１６５９８号 平成２６年
１１月３０日 岸熊工業 多賀 玄治 西条市明屋敷３２０－２ 平成２７年

７月２８日

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
塗装工事業
防水工事業

建設業の廃止

（般－２２）第４２８号 平成２２年
１０月１３日 （有）四国園芸研究所 丹下 好郎 今治市郷桜井３－９－３ 平成２７年

７月２９日
土木工事業
造園工事業 建設業の廃止

毎週（火・金）曜日発行 第２７０１号 平成２７年８月２５日

平成２７年８月２５日火曜日 第２７０１号
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�愛媛県告示第１０６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市西岡土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２７年８月２５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２
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�愛媛県告示第１０６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市北吉井土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２７年８月２５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２

�������
�愛媛県告示第１０７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、重信川菖蒲堰土地改良区連合から次

のとおり役員が退任した旨の届出があった。

平成２７年８月２５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２

平成２７年８月２５日 発行

愛 媛 県 報平成２７年８月２５日 第２７０１号

８１１


